
奈義町物品等購入契約簡易登録要綱 

 

平成２７年 ９月 １日 

要 綱 第  ２７  号 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、町が発注する少額の物品等の購入について、町内で事業

を営む者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望

者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(対象となる契約) 

第２条 対象は、契約金額が５０万円未満（車両類については５０万円以上を

含む。）の物品等を購入する契約とする。 

(登録できる者) 

第３条 契約希望者として登録することができる者は、町内に本社若しくは本

店を有する者、町内に支社若しくは営業所を有する者又は町内に住所を有す

る者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 

(1) 民法(明治 29年法律第 89号)に規定する成年被後見人及び被保佐人並

びに破産法(大正 11年法律第 71号)に規定する破産者で復権を得ていない

者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77

号)第２条第６号に規定する暴力団員  

(登録申請の方法等) 

第４条 登録を希望する者は、物品等購入契約簡易登録申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 

(１) 町税の滞納がない証明書 

(２) その他町長が必要と認める書類 

２ 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年度におい

て、町長が別に定める。 

３ 登録の有効期間は、２年度とし、以後２年度ごとに申請に基づき登録する

ものとする。 

 

 

 

http://www.city.kasaoka.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/m206RG00001172.html#l000000000
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/m206RG00001172.html#e000000028


(登録名簿への登載) 

第５条 町長は、前条第１項の規定により登録の申請があったときは、申請書

類に基づき申請内容を確認し、奈義町物品等購入契約簡易登録名簿(以下

「登録名簿」という。)に登載するものとする。 

(登録事項の変更等) 

第６条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき、事業を中

止又は廃止したときは、奈義町物品等購入契約簡易登録変更・廃止届（様式

第２号）により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。 

(委任) 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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